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令和元年度 第２回鹿児島市青少年問題協議会開催要項

令和２年２月４日

青 少 年 課

１ 趣 旨

（１）青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する施策を総合的に推進するため、青少年

健全育成に関する主な施策等を審議する。

（２）関係行政機関相互の連絡調整を図る。

２ 日程及び会順      

（１）日 時   令和２年２月４日（火） ９：３０～１１：００

（２）場 所   市教育総合センター 青年会館 ３階 第一・二・三研修室

          

（３）会 順

ア 開会のあいさつ・・・・・・・・・・・・・・・・ ９：３０

イ 第１回青少年問題協議会協議内容・会議経過・・・ ９：３５

   ウ 協 議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９：４０

① 令和元年度青少年健全育成に関する主な実施状況について

② 専門委員会報告等について

③ 令和２度青少年問題協議会計画（案）について

    ④ その他（情報交換等）

   エ 閉会のあいさつ・・・・・・・・・・・・・・・・１０：５５



会議等報告
令和元年６月６日

件 名 令和元年度第１回鹿児島市青少年問題協議会 作 成 課
教育部
青少年課

日 時 令和元年６月６日（木） ９時３０分～１１時

場 所 市教育総合センター３階 青年会館一・二・三研修室

出 席 者 青少年問題協議会委員 ２０人（欠席５人）

市出席者

委 員：

幹 事：

事務局：

教育長、市市民文化部長、市こども未来部長、市人権啓発室室長、教
育部長、青少年補導センター運営協議会会長(学校教育課長)
広報課長、地域振興課長、男女共同参画推進課長、こども福祉課長、
学校教育課主幹、保健体育課長、生涯学習課長
青少年課長、青少年課４人

会 次 第

１ 委員紹介
２ 委嘱状交付
３ 会長、副会長の選出
４ 開会のあいさつ
５ 協議
(1) 青少年問題協議会の設置等について
(2) 前年度協議内容等について
(3) 令和元年度青少年健全育成に関する主な施策等（案）について
(4) 令和元年度の協議テーマについて
(5) 専門委員会の設置（案）について（前年度専門委員会の報告）
(6) 令和元年度青少年問題協議会の会議計画(案)について
(7) その他（情報・意見交換）

６ 閉会のあいさつ

主な

決定事項

○ 令和元年度青少年健全育成に関する主な施策等（案）について 承認
○ 専門委員会の設置（案）について（前年度専門委員会の報告） 承認           
○ 令和元年度青少年問題協議会の会議計画（案）について   承認

主な意見等

○ 専門委員会の設置（案）について（前年度専門委員会の報告）について

・ 昨年度からのテーマにある「青少年を守り育む環境づくりの推進」から

考えるのだが、・・・子どもは、周りの大人たちから、促されても、自分で

判断して行動することが大切だと思う。最近、子どもの中には、「誰かがや

ってくれるのでは・・・」と思っている子どもが多いと感じる。そこか

ら、今後の議論として、自分でできる「力」の育成を考えた議論が必要で

はないか。

・ 大学でも、学習支援センターで障がいがある学生への対応をしている。

そこで以前、感じたことなのだが、「誰かがやってくれる」と考える学生が

多く、中には、やってくれなければ、「なぜ？」と思う学生がいた感じがす

る。

しかし、最近は、国が示した合理的配慮を踏まえ、自らの意思で支援を求

める学生が増えたと思う。支援を行う周りの意識が変わり、その学生の意識

も変わったと思う。

・ 教職員は、より多くの青少年の相談相手となれるよう、カウンセリング

マインドをもつことが大切だと思う。そのため、教職員が、青少年の相談

場面を作れることも力量と思う。

また、鹿児島市教育委員会の方針として、コーディネーターの活用や教

職員の資質の向上など、児童生徒の発達段階を踏まえた取組を考慮してい

きたいと考える。

・   鹿児島市の高等学校は、社会参加活動によく取り組んでいると思う。「鹿

児島マラソン」でのボランティア活動はよい例です。



令和元年度 青少年問題協議会の会議経過

日 時 会 議 主 な 内 容 場 所

令和元年５月 14日（火）

11:00 ～ 12:00

幹 事 会 第１回青少年問題協議会の開催について

① 令和元度青少年健全育成に関する主な

施策等について

② 令和元年度青少年問題協議会の会議計

画について

青年会館

会議室

令和元年６月６日（木）

9:30 ～ 11:00

協 議 会 ① 令和元年度青少年健全育成に関する主

な施策等について

② 青少年問題協議会の会議計画について

③ 平成 30・令和元年度の協議テーマについ

て

④ その他（情報交換等）

青年会館

研修室

令和元年８月 27 日（火）

10:00 ～ 11:30

専門委員会 【テ－マに基づく審議 ①】

○ 青少年が安心して相談できる環境づくり

のために、学校、家庭、地域はどのような

連携が必要か。

青年会館

会議室

令和元年 11 月 12 日 （火）

10:00 ～ 11:30

専門委員会 【テ－マに基づく審議 ②】

○ 学校、家庭、地域が行える連携の在り方と

広報について

青年会館

会議室

令和２年１月 17 日（金）

11:00 ～ 12:00

幹 事 会 第２回青少年問題協議会の開催について

① 青少年問題協議会の会議経過について

② 青少年健全育成事業等の実施状況につ

いて

③ 青少年問題協議会専門委員会報告につ

いて

青年会館

会議室

令和２年２月４日（火）

9:30 ～ 11:00

協 議 会 ① 青少年問題協議会の会議経過報告

② 青少年健全育成事業等の実施状況報告

③ 青少年問題協議会専門委員会報告

④ その他（情報交換等）

青年会館

研修室



Ⅰ 令和元年度 青少年健全育成に関する主な実施状況

１ 基本方針

青少年が心身ともに健やかに成長することは、青少年自身の課題であるとともに、す
べての大人の責任でもある。このような認識のもとに、これからの社会をたくましく生
き抜くことができるよう、青少年一人一人が「生きる力」を身に付けるために、家庭で
は親が、地域社会では大人が子どもと真正面から向き合うことが大切である。
そこで、鹿児島市の教育を考える市民会議提言等の趣旨を踏まえ、学校・家庭・地域

社会が緊密に連携し、それぞれの教育力を発揮する中で、本市の教育的伝統や風土を生
かした教育を推進し、市民総ぐるみで 「心豊かで元気あふれる『さつまっ子 」を育成、 』
するものとする。

２ 主な施策

（１） 豊かな心をはぐくむ家庭の教育力の向上

（２） 学校と家庭、地域が連携した心の教育の推進

（３） 青少年の地域活動や団体活動の促進

（４） 青少年を守りはぐくむ環境づくりの促進

（５） 関係機関・団体相互の緊密な連携

３ 重点事項

（１） 豊かな心をはぐくむ家庭の教育力の向上に努める。

〔視 点〕
家庭は教育の原点であり、すべての教育の出発点であることを踏まえて

保護者は、人生最初の教師となることの自覚と責任をもって家庭教育の充
実に努める。

〔重点事項〕
ア 家庭の教育力の充実

イ 明るく健全な家庭づくり

○ 親子で「早寝・早起き・朝ごはん」の基本的生活習慣の育成に取り組んだり、地
域行事やボランティア活動、人や自然と触れ合う外遊びや体力つくり等の諸体験活
動に積極的に参加したりすることにより家庭の教育力向上に努める。

・ 全小・中学校に家庭教育学級を開設し、基本的生活習慣の確立等に関する学習機
会の位置付け

○ 家族が、一緒に食事をして、一日の出来事を語り合ったり、毎月２３日の「子ど
もといっしょに読書の日」に取り組んだりするなど、だんらんの中で親子や兄弟の
温かい人間関係づくりを進め、家族のふれあいを大切にし、家族のきずなを深める。

・ 図書館や地域公民館主催の読み聞かせ教室などによる読書活動の推進

○ 家族の一員として、子どもに仕事や役割をもたせる。

○ 子育てには父親の役割が重要であることを認識し、父親の出番を積極的につくる。
・ 市立中学校での父親セミナーの実施（３，２０２人参加 １２月中旬現在）



○ いじめや不登校をなくし、明るく楽しい学校生活を送るための実践を呼びかけた
り、標語やポスターを有効に活用したり、家族でわが家の家訓などを話し合ったり
する。

・ 「いじめ防止啓発強調月間 （ニコニコ月間 5/25～6/25）の実施と作品展」
・ 標語・・・１２０校 ５０，４４２点 ポスター・・・８６校 ８，３７８点

○ 家庭教育学級や子育て講座等の充実を図り、家庭の教育力を高める。

（２） 学校と家庭・地域が連携して心の教育を推進する。
〔視 点〕

学校と家庭・地域（企業等含む）が連携して、道徳教育や人権教育を推
進し、相互の人間関係を深め、心の教育の充実に努める。

〔重点事項〕
ア 青少年健全育成の気風づくり

イ 心身ともにたくましい児童生徒の育成

ウ 学校と家庭・地域が連携した諸事業の推進

○ 学校では、一人一人の個性を尊重し、豊かな体験を通して児童生徒の内面に根ざ
した道徳性や、生命を尊ぶ心の育成に努める。特にいじめ問題については、いじめ
は、絶対に許されない行為であるとの認識に立って１件でも早く発見し、１件でも
多い解決を図る。

・ 道徳的実践力を育む道徳の充実
・ 「いじめ問題を考える週間」の取組（全小・中・高等学校）
・ いじめに関するアンケート調査や教育相談の実施
・ ブロック別家庭教育充実研修会の実施

。○ 学校では、分かる授業を心掛け、理解の状況に応じた支援・指導の充実を図る
○ 家庭では 「おはよう」と元気よく声かけをしながら、子どもと「握手」をする、

など一日の生活に希望と夢をもつ場と機会をつくる。
・ 市民あいさつ運動強調月間（10/19～11/30）
・ 市民あいさつ運動の一環としてあいさつ標語募集

○ 地域では、青少年の「心の支え」となるようなボランティア活動や伝統行事の場
と機会の拡充に努めるとともに、子どもの「人間関係づくり」や「心の交流」を一
層推進する。

・ 中学生を対象とした「ボランティアジュニアリーダー養成セミナー」の実施
（8/20）
・ 「さつまっ子のつどい」で郷土芸能の披露を行う。
・ 町内会やあいご会を中心とした地域行事や伝統行事の実施

○ 家庭・学校・地域が一体となった「市民総ぐるみあいさつ運動」や子どもたちに
積極的な「愛の声かけ」などをとおして、いじめや暴力行為・刃物所持等の問題行
動を見逃さず、他人の子どもでも教え諭すなど 「地域の子どもは地域で育てる」、
実践に努める （公共の場でのマナー等）。

・ 小・中学校での家庭教育学級の開設
・ 公民館等での子育て講座や家庭教育に関する研修会の実施
・ 「心のとびらを開く家庭づくり講座」の開催

～「子どもが困った時に大人ができること」～ ３１３人参加

○ インターネットに係る影響やコミュニケーションの取り方について、子ども自ら
考え、話し合う場をもつようにする。



・ 単位ＰＴＡや学校等（情報モラル教育）における取組
・ 生徒指導講師派遣事業（ネットに関する研修）

○ 学校と連携し、学校支援ボランティア事業等の拡充を図り、事業の更なる充実に
努める。

・ 新・郷中教育推進事業
７８校区（H30：６０）申込児童数：２，５７５人（H30：１，６１２人）

○ 親子の心の交流を促進するため、中学生から保護者宛、また、保護者から中学生
宛のメッセ－ジを葉書で募集する「こころの言の葉」コンクールを実施し、互いの
存在やその大切さについて考えさせる。

・ 「こころの言の葉」コンクール事業
応募総数１６，５３３点（H30：１６，０１１点） FMでの作品紹介

（３） 青少年の地域活動や団体活動を促進する。
〔視 点〕

青少年は、各年齢期に応じたさまざまな体験活動を、異年齢や世代間の
交流活動として実施し、好ましい人間関係や思いやりの心、郷土かごしま
への愛着心等をはぐくみ、主体的に生きる力を身に付ける。

〔重点事項〕
ア リーダー及び指導者の育成

イ 社会体験活動や自然体験活動の推進

ウ 生涯学習施設等の活用の推進

○ ボランティア活動等の社会奉仕体験活動をはじめ、自然体験、文化及びスポーツ
活動等、青少年の各年齢期に即した調和のとれた体験活動プログラムや体験活動実
践例を活用し実践する。その際、体験活動を通した危険予知・回避能力の育成を図
る。

○ 世代間のふれあいや地域に関する学習、郷土芸能の伝承活動など、地域に根ざし
た活動を促進する。

・ 「さつまっ子のつどい」で（郷土芸能の披露を行う ）。

○ あいご会やスポ－ツ少年団等のジュニアリ－ダ－を養成し、組織の強化と活動の

充実を図る。

・ ボランティアジュニアリーダー養成セミナーの実施によるボランティアリーダー
の養成

○ 子ども体験活動支援情報誌（ キッズ通信アクト」年６回発刊）を活用して、親「

子やグループでさまざまな体験活動に参加する。
・ 偶数月に発行・・・各４７，５００部配布（市立幼稚園、小・中学生のいる家庭、

学校、関係機関）

。○ 学校は、団体活動や地域行事等に、青少年が主体的に参加するように奨励する

○ 冒険ランドいおうじまや宮川野外活動センター等の利用促進を図る。

・ 集団宿泊学習での活用（参加人数：２６８人 学校数：４校）
・ 主催事業等の実施（参加人数：３５８人 宿泊学習を含む １１月末現在）



（４） 青少年を守りはぐくむ環境づくりを促進する。

〔視 点〕
学校・家庭・地域のネットワーク化を図り、青少年が健全に育つ環境づ

くりを促進する。

〔重点事項〕

ア 地域ぐるみの青少年育成

イ 環境浄化運動と街頭補導活動の実施

ウ 児童虐待防止への取組

エ 有害情報への対応

○ 環境点検を実施し、地域住民の理解と関心を高めるとともに、青少年が安全でか
つ健全に育つためのよりよい環境づくりに努める。特に、地域の防犯ボランティア

団体等との情報の共有化を図るなど、連携を深めた活動に努める。
・ 校区青少年健全育成大会、校区文化祭や立志式等の実施

・ 心豊かで元気あふれる「さつまっ子」を育てる運動の実施（年４回）

○ 校区等で地域の協力を得ながら子どもたちの活動場所や子どもたちとの交流活動

、等を設けたり、青少年健全育成大会や青少年のつどいなどを開催したりするなど
地域ぐるみで青少年を育てる気風づくりに努める。

・ 「青少年の生活環境の点検調査」の作成と活用（青少年補導センター）

○ 街頭補導を計画的に進めるとともに、娯楽施設等への協力を依頼するなど環境浄
化活動の一層の推進を図り、青少年の問題行動の未然防止・早期発見に努める。

○ 児童虐待防止の啓発に努め、早期発見・対応に努める。

・ 要保護対策地域協議会の実務者会議における関係機関との連携
・ 学校等からの児童虐待に関する連絡体制の確立
・ 関係機関との連携による早期解決

○ 学校・家庭・地域社会及び関係機関が連携して、携帯電話やインターネット利用
の危険性やフィルタリング利用による安全対策についての指導・啓発の充実を図り、

ネット犯罪被害や有害情報から青少年を守る取組を推進する。
・ 家庭教育学級、ＰＴＡ等における保護者への啓発活動
・ かごしま市民のひろば、市教委作成のリーフレットによる啓発活動

・ 「チームティーチング方式による非行防止教室」の実施



（５） 関係機関・団体相互の緊密な連携を図る。

〔視 点〕
関係機関・団体の連絡会等を計画的に開催し、活動の共通理解と共通実

践を通して青少年を健全育成する。

〔重点事項〕
ア 関係機関・団体との情報交換

イ 関係機関・団体の広報活動の充実

ウ 関係青少年団体との連携及び育成・支援

○ 心豊かで元気あふれる「さつまっ子」育成市民会議を開催し、関係機関・団体相互
の理解を図りながら地域の特色を生かした活動を市民運動として促進する。

・ 市民会議の開催（年３回：６、１０、３月）
・ 心豊かで元気あふれる「さつまっ子」を育てる市民運動の実施

春・・・3/11～4/10「育てよう 思いやりのある子に 強い子に」
夏・・・7/1～8/31「明るく たくましく すこやかに」
秋・・・10/19～11/30「育てよう 若い芽を 家庭 学校 地域 職場で」
冬・・・12/15～2/1「伸びよう 伸ばそう さつまっ子」

・ 第１７回明るく楽しい学校づくり市民大会の開催
日 時：令和元年１０月１９日（土） ９：１０～１２：００
会 場：市民文化ホール（第２ホール）
参加者：６６０人

、○ コミュニティー協議会や校区公民館運営審議会等で、校区内の行事調整を行い
青少年健全育成の充実を図る。

○ 関係機関・団体の広報活動を工夫し、市民に届く啓発活動に努める。
○ 関係機関・団体相互の情報交換に努め、連絡体制の整備・充実を図る。
○ 学校や警察及び福祉等の関係機関との連携を推進する。

（連絡会議等）
・ 鹿児島地区青少年環境づくり懇談会
・ 要保護児童対策地域協議会
・ 鹿児島県薬物乱用防止指導員連絡協議会
・ 天文館等環境浄化対策連絡協議会
・ シンナー・接着剤等乱用防止対策協議会
・ 県カラオケスタジオ協会
・ 県アミューズメント施設営業協会等

（６） その他
○ 地域が育む「かごしまの教育」県民週間に青少年健全育成関係行事等を集中的に

開催し、学校・家庭・地域社会が連携しながら、鹿児島の教育について考える気運
を高める。 （１１月１日～１１月７日までの１週間）

○ 第３土曜日「青少年育成の日」は、その趣旨を踏まえ、関係機関・団体の年間計
画に位置付けて実施する （地域行事への参加）。

。○ 第３日曜日「家庭の日」は、その趣旨を踏まえ、家族を中心とした活動をする
○ 第２土曜日「土曜授業」はその趣旨を踏まえ、保護者や地域の方々の参加・協力

を得て学校の教育活動を実施する。



４ 成果と課題
成果（○） 課題（●）

事項 主 な 施 策 の 成 果 と 課 題

豊

○ 家庭教育学級の学習内容に「基本的生活習慣の確立 「ＳＮＳトラブルの未か 」、

然防止に関する学習 「食育」等を取り入れ、家庭の教育力の向上に努めた。な 」、

心

○ 家庭教育の充実と青少年の健全育成を図るために、１４地域公民館で 「地域を 、

別家庭教育研究会」を開催し、多くの保護者等の参加があった。は

ぐ
○ 市立図書館を中心に、読み聞かせ教室や親子読書教室等を実施し、多くの親く

子が参加した。む

家

○ 地域公民館や教育相談室などで保護者を中心とした相談事業を実施し、家庭庭
教育の充実に努めた。の

教

● 相談内容等が複雑化・多様化するに伴い、各種相談窓口の周知や関係機関と育
の更なる連携を今後も図っていく必要がある。力

の

向
上

○ 「第１７回明るく楽しい学校づくり市民大会」を市民文化ホールで実施し、

楽しく学び、生き生きと生活できる学校にするための小・中・高等学校の実践学
事例発表や、オープニングの合唱などを通して、特色ある学校づくりを進める校
気風が高まった。と

家

○ 平成１５年度から実施している「こころの言の葉」コンクールは１７年目を庭

迎え、本年度は、 点の「言の葉」が寄せられた。・ １６，５３３

地

○ ５中学校区に生活指導支援員を配置し、小・中学校の生徒指導上の問題解決域

のために、関係機関等と連携を図りながら活動した。が

連
○ 不登校をはじめ様々な教育上の悩みがある児童生徒、保護者、教職員に対す携

る教育相談事業（教育相談室・スクールカウンセラー、臨床心理相談員等）にし

力を入れた。さらに、児童生徒の家庭環境等の改善を目的としたスクールソーた
シャルワーカー事業を継続した。また、児童生徒への話し相手として、大学生心

（院生）を派遣する「心のパートナー派遣事業」も継続した。の

教

○ 新・郷中教育推進事業として放課後子ども教室を６０校区から７８校区に拡育
充して設置し、勉強やスポーツ、文化活動など、異年齢集団での活動や高齢者の

等とのふれあいなど各教室の活動の更なる充実を図った。推

進

○ 学校支援ボランティア事業として、９９校で活動している。ボランティア
登録者数も９，６００人となっている （１２月末現在）。

● 青少年のインターネット利用上の課題と対策について、学校だけでなく、家

庭や地域に対し、更に広く啓発する必要がある。

● 学校・家庭・地域がそれぞれの役割や責任を果たして青少年健全育成に取り

組んでいけるよう、より一層の連携が必要である。



主 な 施 策 の 成 果 と 課 題事項

○ 関係各課等でジュニアリーダーや指導者養成のための研修会、派遣事業を実青
施し、リーダーや指導者の資質の向上と活動の充実を図った。少

年
○ 地域公民館、少年自然の家や都市農業センターなど、各課等の特色を生かしの

た自然体験や社会体験事業を実施した。地
域

○ 美術館や科学館、水族館や平川動物公園など、それぞれの機能を生かした体活
験学習の機会を数多く計画し、実施した。動

や
○ 子ども体験活動支援情報誌（ キッズ通信アクト」年６回発刊）を、小・中学団 「

校の児童生徒のいる家庭や関係施設及び地域公民館等に配布し、体験活動の紹体
介を行った。活

動
● 団体活動や地域行事等において、青少年が主体的に参加できるための企画・の

運営の工夫が必要である。促
進

○ 夏の心豊かで元気あふれる「さつまっ子」を育てる運動期間に各校区の環境
点検を実施し、地域住民の理解と関心を高め、青少年が健全に育つよりよい環
境づくりに努めた。

○ 「補導センターだより」を毎月１，５００部発行し、子どもたちを取り巻く
環境の浄化や、地域の子どもを守り育てる街づくりについての記事を掲載する
など、地域で青少年を育てる気運を高めた。青

少
○ 少年補導委員による街頭補導を実施し、問題行動の早期発見と予防に努める年

とともに環境浄化活動を実施した。を
守

○ 校外生活指導連絡会では、六月燈や夏祭りの特別補導、夏季休業中の土曜日り
の特別深夜補導を実施し、青少年の非行や問題行動の未然防止に努めた。は

ぐ
○ 各学校では、保護者や地域住民・関係機関等の協力を得て 「校区環境点検マく 、

ップ」の見直しとその活用を図った。む
環

○ 防犯教室・交通安全教室の実施、児童通学保護員やスクールガード・リーダ境
ーによる見守り等により、子どもの登下校等の安全確保に努めた。づ

く
○ チームティーチング方式による非行防止教室（県警察本部少年サポートセンり

ター）を実施し、非行防止に努めた。の
促

○ 児童虐待防止の啓発に努めるとともに、学校等からの児童虐待に関する相談進
・連絡体制を整え、早期対応に努めた。

○ 小学校単位の校区青少年健全育成大会が多くの校区で開催され、校区ぐるみ
による健全育成の気運が高まった。

● 青少年が安心して相談できる環境づくりのため、地域、家庭、学校の連携を
促進する必要がある。

● 今後も、青少年のインターネット利用上の課題について、広く関係各課、関

係機関が情報を共有し対策を立てていく必要がある。



主 な 施 策 の 成 果 と 課 題事項

関 ○ 市補導センターと県警サポートセンターおよび市内三警察署で定期的に情

係 報交換を行った。

機

関 ○ 市ＰＴＡ連合会（校外生活指導連絡協議会）と学校が連携して、夜間補導

相 を定期的に実施した。

互

の ○ 心豊かで元気あふれる「さつまっ子」育成市民会議の主催で「第１７回明

密 るく楽しい学校づくり市民大会」を開催し、多くの方の参加が見られた。

接

な ○ 家庭が抱える課題に対して、関係各課、関係部署と連携を取りながら対応

連 を行った。

携

● 「青少年の健全育成」に関して、抱える課題が複雑化、広範囲に及ぶケー

スもあるため、各団体等との更なる連携が今後も必要である。



Ⅱ 専門委員会報告等

令和元年度 青少年問題協議会専門委員会の設置について

１ 専門委員会設置の理由

平成２８～２９年度の市青少年問題協議会では、「ネット世代の青少年に求められる

人間関係力とは何か」をテーマに議論し、その中で、「自分を大切にする力」を根底に

して、「関係をつくる力」、「関係を修復する力」、「助けを求める力」、「関係を調

整する力」という４つの力を学校や家庭、地域で育んでいくことを提言した。

そこで、今まで以上に、学校・家庭・地域が連携しながら、青少年に人間関係力を高

め、育むことが必要とされるが、近年、全国においては青少年から出された相談が関係

機関に適切につながらないケースや家庭が抱える問題に地域が対応できない現状があ

る。そのため、「助けを求める力」を育成するためにも、青少年が安心して相談できる

環境づくりが求められている。

このような状況を受け、協議会での審議内容等との関連を図りながら、市青少年問題

協議会条例第５条の規定に基づき専門委員会を設置し、青少年をめぐる問題の状況を探

り、学校、家庭、地域が連携を図るために、どのような取組が必要なのか、調査研究を

行うものとする。

２ 専門委員 （８人）

番号 氏   名 役     職

１ 濵 田   り え 子 鹿 児 島 市 小 学 校 長 会 代 表

２ 石 元   優 子 鹿 児 島 市 中 学 校 長 会 代 表

３ 北    浩 憲 鹿 児 島 地 区 高 等 学 校 生 活 指 導 研 究 協 議 会 会 長

４ 帖 佐   尚 人 鹿 児 島 国 際 大 学 准 教 授

５ 坂 元   聖 子 市心豊かで元気あふれる「さつまっ子」育成市民会議副会長

６ 大 木   健 太 郎 鹿児島市ＰＴＡ連合会代表

７ 野 田   洋 一 郎 公 募 市 民

８ 久 保 正 弘 県 警 察 本 部 生 活 安 全 部 少 年 課 長

  

３ 審議計画

(1) 審議のテーマ 青少年を守りはぐくむ環境づくりの促進（主な施策 (４ )）

(2) 視 点 青少年が安心して相談できる環境づくりのために、学校、家庭、地域はど

のような連携が必要か。

(3) テーマ設定の理由

① 人間関係力の４つの力の内、「助けを求める力」を育む環境づくりの必要性

② 地域ぐるみで、「助けを求める力」を育むための環境をつくる必要性

③ ネットに関連した青少年の問題

(4) 審議期間  平成３０・令和元年度（年２回、計４回の専門委員会）



青少年問題協議会専門委員会の報告

【審議のテーマ】
「青少年を守りはぐくむ環境づくりの促進」（主な施策（４））
〔視点〕
・ 青少年が安心して相談できる環境づくりのために、学校、家庭、地域はどのような連携

が必要か。

１ 第１回専門委員会
(1) 日時 令和元年８月２７日（火）１０：００～１１：３０
(2) 場所 市教育総合センター ３階 青年図書連絡室
(3) 主な協議内容

① 審議した主な内容を提言としてリーフレットにまとめ、学校を通じて、保護者、教職員に
配布することについて

  →リーフレットだけでなく、カレンダー形式もよいのではないか。カレンダー形式の方が長
く使うと思われる。

  →リーフレットを学校に配布し、カレンダー形式のものは、サンプルデータとして学校に送
信することを検討してみる。

② リーフレットのコンセプト、キーワード、図、イラストの配置、配色等について
  →コンセプトは・・・

子ども自身に助けを求める力を育成する。地域、家庭、学校は、子どもが相談できる、相
談しやすい環境となるようにできることを行う。地域、家庭、学校は、子どもの良さ、気に
なることを共有し、必要に応じて適切な関係機関につなぐ。

  →キーワードは・・・
「見守る」「受け止める」「寄り添う」

→悩みを相談しにくい子のためにも、相談しやすい養護教諭やスクールカウンセラーも紹介
した方がよい。

  →関係する課にもリーフレットの内容について意見をもらった方がよいのではないか。

２ 第２回専門委員会
(1) 日時 令和元年１１月１２日（火）１０：００～１１：３０
(2) 場所 市教育総合センター ３階 青年図書連絡室
(3) 主な協議内容

① リーフレットの配布方法について
→リーフレットをデータで学校に送信し、カレンダー形式を紙媒体で学校に配布できない
か。予算等が関係するため、判断は事務局判断とする。

② リーフレットのタイトル、メッセージ等について
  →子どもの悩みは多種多様である。相談できる悩みが限定して捉えられないようにタイトル

は工夫した方がよいのではないか。
→学校における相談相手は、最初に担任と考える傾向にある。そこで、「学校にいる全ての
先生に相談できる」という内容にした方がよい。



Ⅲ 令和２年度 青少年問題協議会計画（案）

日 時 会 議 主 な 内 容 場 所

令和２年５月 14日（木）

11:00 ～ 12:00

幹 事 会 第１回青少年問題協議会の開催について

① 令和２度青少年健全育成に関する主な

施策等について

② 令和２年度青少年問題協議会の会議計

画について

青年会館

会議室

令和２年６月４日（木）

9:30 ～ 11:00

協 議 会 ① 令和２年度青少年健全育成に関する主

な施策等について

② 青少年問題協議会の会議計画について

③ 令和２・３年度の協議テーマ及びいじめ

問題について

④ その他（情報交換等）

青年会館

研修室

令和２年８月 27 日（木）

10:00 ～ 11:30

専門委員会 【テ－マに基づく審議 ①】

○ 令和２・３年度のテーマに係る協議・現状

の分析と課題

青年会館

会議室

令和２年 11 月 10 日 （火）

10:00 ～ 11:30

専門委員会 【テ－マに基づく審議 ②】

○ 令和２・３年度のテーマに係る協議・連携

の在り方

青年会館

会議室

令和３年１月 19日（火）

11:00 ～ 12:00

幹 事 会 第２回青少年問題協議会の開催について

① 青少年問題協議会の会議経過について

② 青少年健全育成事業等の実施状況につ

いて

③ 青少年問題協議会専門委員会報告につ

いて

青年会館

会議室

令和３年２月３日（水）

9:30 ～ 11:00

協 議 会 ① 青少年問題協議会の会議経過報告

② 青少年健全育成事業等の実施状況報告

③ 青少年問題協議会専門委員会報告

④ その他（情報交換等）

青年会館

研修室



○鹿児島市青少年問題協議会条例

昭和４２年４月２９日

条例第５３号

（設置）

第１条 地方青少年問題協議会法（昭和28年法律第83号）第１条の規定に基づき、鹿児島市青

少年問題協議会（以下「協議会」という。）を置く。

（組織）

第２条 協議会は、２５人以内の委員で組織する。

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 市内に居住する満２０歳以上の者で公募に応じたもの

(3) 関係行政機関の職員

３ 前項第１号及び第２号の委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における

補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

４ 委員は、再任されることができる。

（会長及び副会長）

第３条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

３ 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理す

る。

４ 会長及び副会長がともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を

代理する。

（会議）

第４条 協議会は、会長が招集し、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

２ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによ

る。

（専門委員）

第５条 協議会に専門の事項を調査するために必要があるときは、専門委員を置くことができ

る。

２ 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

３ 専門委員は、当該専門事項に関する調査を終了したときは、解任されたものとみなす。

（幹事）

第６条 協議会に、幹事若干名を置く。

２ 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

３ 幹事は、会長の命を受けて会務を処理する。



（庶務）

第７条 協議会の庶務は、教育委員会事務局教育部青少年課において処理する。

（委任）

第８条 法令及びこの条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が協議

会に諮って定める。

付 則

この条例は、公布の日から施行する。

付 則（平成２１年１２月２６日条例第７５号）

この条例は、平成１３年１月６日から施行する。

付 則（平成２６年３月１８日条例第２６号）

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。ただし、第２条の改正規定は、同年５月１

日から施行する。


